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• 所属 株式会社北海道エアシステム

ブ• 型式 サーブ式ＳＡＡＢ３４０Ｂ型

• 登録記号 ＪＡ０３ＨＣ

• インシデント種類 地表面への衝突回避のための緊急操作• インシデント種類 地表面への衝突回避のための緊急操作

• 発生日時 平成２３年６月４日（土） １１時３８分ごろ

• 発生場所 奥尻空港上空

＜概要＞

当該機は、平成２３年６月４日、同社の定期２８９１便として函館空港を離陸当該機は、平成２３年６月４日、同社の定期２８９１便として函館空港を離陸

した。奥尻空港の滑走路３１へ進入中、復行を行い一旦は上昇したが、間も

なく降下に転じ、１１時３８分ごろ、それに気付いた運航乗務員が地表面へ

の衝突を回避するため、緊急の操作を行った。

同機は、奥尻空港の上空でしばらく待機した後、函館空港に引き返した。

同機には 機長ほか乗務員２名及び乗客１０名の計１３名が搭乗していたが同機には、機長ほか乗務員２名及び乗客１０名の計１３名が搭乗していたが、

負傷者はいなかった。また、機体に損傷はなかった。
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• 操縦室
<P72>
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• ＥＡＤＩ（電子式姿勢指示器）
<P72, P16>
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ＦＤコマンドバーがさらなる左旋回を指示ＦＤコマンドバーがゴーアラウンド・ピッチ（＋６.４°）を指示



Japan Transport Safety Board

３ 分析
<P37-38>

３.１ 運航乗務員の資格等 …適法な技能証明、有効な身体検査証明

３.２ 航空機の耐空証明等 …有効な耐空証明、所定の整備及び点検

３ ３ 気象との関連 奥尻空港周辺の気象状態は 低視程と低い雲の多３.３ 気象との関連 …奥尻空港周辺の気象状態は、低視程と低い雲の多
い状態が継続していたが、気象は直接的な要因ではなかったものと推定

３.４ 飛行の状況
3 4 13.4.1 奥尻空港への進入

(1) 滑走路の選択

ＶＯＲ／ＤＭＥ ＲＷＹ３１進入（滑走路３１） ＭＤＡ６００ft

3.4.1

ＶＯＲ／ＤＭＥ ＲＷＹ３１進入（滑走路３１）

(2) ＭＤＡ到達

ＶＳ ＡＬＴＳ に変化し、高度６００ftでの

水平飛行とな た水平飛行となった。

ＡＰＡには６００ftが設定されていたものと推定

3.4.2 ＭＤＡからの復行
ＡＰＡ：
Altitude Preselect Alerter3.4.2 からの復行

(1) 復行の準備及び決断

ＡＰＡの高度設定は変更されず、高度６００ftのままであったものと推定

機長及び副操縦士は滑走路を視認できず 復行を決断したものと推定

Altitude Preselect Alerter
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機長及び副操縦士は滑走路を視認できず、復行を決断したものと推定
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３.４ 飛行の状況 （続き）
<P39-40>3.4.2

3.4.2 ＭＤＡからの復行 （続き）

(2) 復行操作

機長がゴーアラウンド・ボタンを押した オートパイロットがオフ 高

ＭＤＡ６００ft

機長がゴ アラウンド ボタンを押した オ トパイロットがオフ 高
度６００ftを直ちに再捕捉 ＦＤコマンドバーは６００ftに戻る指示を出した
ものと推定

副操縦士は 初期上昇の形態になっていることを確認したものと推定副操縦士は、初期上昇の形態になっていることを確認したものと推定

機長及び副操縦士は、モードの確認を適切に行わなかったため、縦モード
表示が ＧＡ になっていないことに気付かなかったものと推定

(3) 上昇中のモ ド変更(3) 上昇中のモード変更

副操縦士は、横モードを ＨＤＧ に、縦モードを ＩＡＳ にするよう操作し、
機首方位を２３０°にしたものと推定

が 確 推副操縦士はモードが変化したことを確認しなかったものと推定

機長は、モード変更の時機が早かったため戸惑いを感じ、縦モードの表示
を確認しないまま、ＦＤコマンドバーに追随して左旋回を開始したものと推定

横モード

縦 ド

HDG (Heading)

ＭＳＰ：
Mode Select Panel 縦モード
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IAS (Indicated Airspeed)

Mode Select Panel
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３.４ 飛行の状況 （続き）

後

<P40-43>

3.4.3 復行後の降下

(1) 機首下げ操作

機長は、モード表示の ＧＡ を確認しないまま、ＦＤコマンドバーの指示に機長は、モ ド表示の ＧＡ を確認しないまま、ＦＤコマンドバ の指示に

従って操縦桿を徐々に押したものと推定。ＦＤコマンドバーに違和感を抱き

つつも、ＡＰ／ＦＤシステムに過度に依存し、従った可能性が考えられる。

機長は上昇していないことに気付かず 意図しないまま降下させる操縦と機長は上昇していないことに気付かず、意図しないまま降下させる操縦と

なり、このとき基本的な計器飛行を実行できていなかったものと推定

(2) 空間識失調

機長は、ＦＤコマンドバーの指示を超えて、より大きな機首下げ操作を行った

ものと推定。これは、機長が人体加速錯覚による空間識失調に陥り、ピッチ

アップしているように感じた可能性アップしているように感じた可能性

(3) ＰＭによるモニター

副操縦士はフラップ位置表示計器を監視しており、一時的に機体の挙動

監視が十分には行き届かず、機首が徐々に下がったことに気付かなかった

ものと考えられる。
高度約７５０ft
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３.４ 飛行の状況 （続き）
<P43-45>

3.4.4 降下中のオートパイロット操作

(1) 降下の認識及びオートパイロット操作

機長が驚きの言葉を発した。副操縦士は降下に気付き、機長に助言した。機長が驚きの言葉を発した。副操縦士は降下に気付き、機長に助言した。

オートパイロットがオンになったのは、副操縦士による操作と考えられる。

(2) ＭＤＡの再捕捉

オ トパイロ ト オンにより 縦モ ドは高度６００ftを再捕捉したと推定オートパイロット・オンにより、縦モードは高度６００ftを再捕捉したと推定

(3) 降下中のモード変更

ＡＬＴＳ 解除後、縦モードが頻繁に変化した。ＤＦＤＲは、短時間のうちに

繰り返された頻繁なモード変化を全て記録できなかったと推定。

ＡＰＡの設定高度が、初期復行高度の４,０００ftに変更されたものと推定。

副操縦士がＡＰ／ＦＤシステムにより上昇させようとしたものと考えられる副操縦士がＡＰ／ＦＤシステムにより上昇させようとしたものと考えられる。

機体がすぐには反応できず、降下が継続することとなったものと推定。

高度約７５０ft高度約７５０ft

ＭＤＡ６００ft
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３.４ 飛行の状況 （続き）
<P45-46>

3.4.5 地表面への接近

(1) 降下中におけるパワーレバー操作

パワーレバーが一時的に引かれたのは、機長による操作と推定パワ レバ が 時的に引かれたのは、機長による操作と推定

(2) 衝突回避の緊急操作

ＴＡＷＳ（対地接近警報装置）が「SINK RATE」の注意喚起を発し、パワー

レバ が最大出力側に進められた ＴＡＷＳが「TOO LOW TERRAIN のレバーが最大出力側に進められた。ＴＡＷＳが「TOO LOW TERRAIN」の

注意喚起を発し、電波高度が約９０ft（最小値）となった。

機長及び副操縦士は機首を上げるため操縦桿を引いたが、オートパイロット

がオンの状態であったことから操縦桿が重く感じたものと推定。オートパイ

ロットを直ちにオフにすることが必要であった。

オートパイロットのオン操作及びＡＰ／ＦＤシステムにより上昇させようとしたオートパイロットのオン操作及びＡＰ／ＦＤシステムにより上昇させようとした

縦モードの変更操作は、結果的に地表面への接近回避操作を遅らせる要因

となったものと考えられる。

高度約７５０ft

ＭＤＡ６００ft
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３.５ 進入中における初期復行高度の設定

載 有無 差があ 統 され おらず 整合が られた

<P46-50>

ＡＯＭ／ＦＴＧの記載の有無に差があり、統一されておらず、不整合が見られた。

必要性が十分に周知されず、また十分な教育も行われていなかった可能性

３.６ モードの呼称確認の重要性３.６ モ ドの呼称確認の重要性

機長及び副操縦士はモード変化の確認を行わなかったため、運航乗務員の意図
とＦＤコマンドバーの指示に顕著な差が生じていることを認識できなかった。

ＦＴＧは曖昧で一貫性のない表現ＦＴＧは曖昧で一貫性のない表現

同社においては、モードの呼称確認の重要性や手順等がＡＯＭを反映した形で
標準化されておらず、教育訓練も十分ではなかったものと考えられる。

３.７ ＣＲＭ （Crew Resource Management）
同社のＣＲＭ訓練は座学のみ。実運航を模擬する訓練は行われていなかった。

３ ８ ＴＡＷＳ （対地接近警報装置）３.８ ＴＡＷＳ （対地接近警報装置）

「SINK RATE」、「TOO LOW TERRAIN」、「BANK ANGLE」注意喚起を発した。

同社においてはＴＡＷＳ作動時のシミュレーター訓練は行われていなかった

9
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３.９ オートフライトシステム

オ 搭載機 運航

<P50-53>

(1) オートフライトシステム搭載機の運航

機長及び副操縦士は、オートフライトシステムの使用に当たって、

基本的な確認やモニタリングが欠落していたものと推定定

(2) オートフライトシステムへの過度な依存

機長： 基本計器の確認をしていなかった

副操縦士 モ ド変更により上昇させようとした副操縦士： モード変更により上昇させようとした

オートフライトシステムへの過度な依存があったものと考えられる

３.１０ 運航乗務員の訓練及び審査並びに技量管理

機長の審査における評価に対するフォローアップが適切ではなかった可能性

３.１１ 疲労

機長は疲労の影響があった可能性 副操縦士は疲労の影響はなかったと推定機長は疲労の影響があった可能性、副操縦士は疲労の影響はなかったと推定。

機長の操縦操作等への影響の程度について明らかにすることはできなかった。

３.１２ 重大インシデント認定に関わる同社の対応

ＴＡＷＳの警報はなかったという機長報告であったことから、同社は重大インシデ
ントに該当しないと判断、副操縦士から詳しく状況を確認しなかったと考えられる。

ＤＦＤＲの解析結果が得られるまで社内で情報を共有していなかった。
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ＤＦＤＲの解析結果が得られるまで社内で情報を共有していなかった。
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４ 結論
<P54-57>

４.１ 分析の要約 …（省略）

４.２ 原因

進入中 復行を行い一旦は上昇したが 間もなく降下に転じて地表面に進入中、復行を行い 旦は上昇したが、間もなく降下に転じて地表面に
接近したため、それに気付いた運航乗務員が緊急の操作を行ったもの。

同機が降下し地表面に接近したのは、以下のことによるものと推定

(1) 機長

ＦＤコマンドバーに従い、さらにその指示を超えて降下させる操作を行った

(2) 機長及び副操縦士(2) 機長及び副操縦士

降下に気付かず、回避操作が遅れた

これらのことは、以下のことによるものと推定

– 機長： 基本的な計器飛行を実行できていなかった

– 機長及び副操縦士： 飛行計器及び飛行モードの確認を適切に行わない

ままＡＰ／ＦＤシステムを不適切に使用したまま ／ システムを不適切に使用した

– 副操縦士： 計器の監視が一時的に十分には行き届かなかった

11
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続

<P56-57>

４.２ 原因 （続き）

さらに、

– 副操縦士による副操縦士による

• オートパイロットのオン操作 及び

• ＡＰ／ＦＤシステムにより上昇させようとした縦モードの変更操作

がが、結果的に地表面への接近を回避する操作を遅らせる要因となった

ものと考えられる。

• 同社においては• 同社においては、

モードの呼称確認の重要性や手順等がＡＯＭを反映した形で標準化され
ておらず、それに関する教育訓練も十分ではなかったものと考えられる。

• 機長及び副操縦士には

オートフライトシステムへの過度な依存があったものと考えられる。

12
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５ 再発防止策

デ 後

<P57-62>

５.１ 重大インシデント後に講じられた事故等防止策

5.1.1 同社により講じられた措置

(1) 初期復行高度の設定及びモードの確認(1) 初期復行高度の設定及びモ ドの確認

Flight Crew Memoを発行し、その後ＡＯＭ／ＦＴＧに追記。

(2) 社内報告制度

従来からの自主的報告提案制度を周知徹底 意見交換会の実施等従来からの自主的報告提案制度を周知徹底、意見交換会の実施等

5.1.2 国土交通省東京航空局により講じられた施策

5.1.2.1 東京航空局による同社への対応

厳重注意（H23.6.11）、立入検査（H23.6.13-17）、事業改善命令（H23.6.29）
5.1.2.2 同社による改善措置

改善措置を策定し報告（H23 7 29） その後 改善措置を順次実施改善措置を策定し報告（H23.7.29）。その後、改善措置を順次実施

５.２ 今後必要とされる事故等防止策

(1) モード呼称確認の確実な実行

(2) オートフライトシステムの適切な使用及び技量維持

13
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６ 勧告

運輸安全委員会 株式会社北海道 対 次 事

<P62-63>

運輸安全委員会は、株式会社北海道エアシステムに対して、次の事項について、

必要な措置を講ずることを勧告する。

(1) モード呼称確認の確実な実行(1) モ ド呼称確認の確実な実行

株式会社北海道エアシステムは、ＡＰ／ＦＤシステム使用中のモード変更又は

モード自動変化時の確認と呼称について、ＡＯＭの内容を運航乗務員に確実に

遵守させるべきであり 関連するＦＴＧの見直しについても検討する必要がある遵守させるべきであり、関連するＦＴＧの見直しについても検討する必要がある。

(2) オートフライトシステムの適切な使用及び技量維持

株式会社北海道エアシステムにおいては、シミュレーターの利用も含め、株 会社 海道 、 利用 含 、

ローデータによる手動操縦訓練の機会を増やすことが重要である。また、株式

会社北海道エアシステムは、オートフライトシステムに過度に依存することにより

生ずる問題点について明らかにし 具体的な対応策を運航乗務員に周知する生ずる問題点について明らかにし、具体的な対応策を運航乗務員に周知する

ことについて検討する必要がある。

•ＡＰ／ＦＤシステム： オートパイロット／フライトディレクター・システム
•ＡＯＭ： 飛行機運用規定
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•ＡＯＭ： 飛行機運用規定
•ＦＴＧ： Flight Training Guide
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<P66>
付図３－１ ＴＡＷＳの記録（１）

復行 N11:38:03 電波高度94.5ftBank Angle

11:38:01 電波高度117 8ftToo Low Terrain

11:38:12 電波高度659.0ft

奥尻VOR/DME

11:37:57 電波高度275.0ftSink Rate

11:38:01 電波高度117.8ftToo Low Terrain

奥尻VOR/DME

標高１８０ft

11:38:02
電波高度87.8ft

11:37:46 電波高度661.5ft
最高高度

標高１４１ft
11:37:37 電波高度636.5ft

上昇中

最高高度
最低高度

標高１４１ft 上昇中

進入

•飛行経路はＴＡＷＳの記録による
•メッセージ発生場所及び時刻は
ＤＦＤＲの記録と照合して推定

1k0

風向 １５０°
風速 １１kt

（８～１６kt）

（11時36分の奥尻空港の風）
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国土地理院 電子国土基本図（地図情報）を使用
1km0


